
介護度
要支援１ 529 単位／日 1,614 円 2,794 円

要支援２ 656 単位／日 2,001 円 3,181 円

要介護１ 704 単位／日 2,148 円 3,328 円

要介護２ 772 単位／日 2,355 円 3,535 円

要介護３ 847 単位／日 2,584 円 3,764 円

要介護４ 918 単位／日 2,801 円 3,981 円

要介護５ 987 単位／日 3,011 円 4,191 円

介護度
要支援１ 529 単位／日 1,614 円 3,094 円

要支援２ 656 単位／日 2,001 円 3,481 円

要介護１ 704 単位／日 2,148 円 3,628 円

要介護２ 772 単位／日 2,355 円 3,835 円

要介護３ 847 単位／日 2,584 円 4,064 円

要介護４ 918 単位／日 2,801 円 4,281 円

要介護５ 987 単位／日 3,011 円 4,491 円

介護度
要支援１ 529 単位／日 1,614 円 3,984 円

要支援２ 656 単位／日 2,001 円 4,371 円

要介護１ 704 単位／日 2,148 円 4,518 円

要介護２ 772 単位／日 2,355 円 4,725 円

要介護３ 847 単位／日 2,584 円 4,954 円

要介護４ 918 単位／日 2,801 円 5,171 円

要介護５ 987 単位／日 3,011 円 5,381 円

介護度
要支援１ 529 単位／日 1,614 円 5,380 円

要支援２ 656 単位／日 2,001 円 5,767 円

要介護１ 704 単位／日 2,148 円 5,914 円

要介護２ 772 単位／日 2,355 円 6,121 円

要介護３ 847 単位／日 2,584 円 6,350 円

要介護４ 918 単位／日 2,801 円 6,567 円

要介護５ 987 単位／日 3,011 円 6,777 円

＜その他の利用料金＞

特別養護老人ホーム　ぬくもりの里伊勢宮　加算単位表 ②

・理美容代 ・電化製品持込料金

1,700 円／日 2,066 円／日

※＜利用者負担第３段階②＞

その他自己負担していただくもの （住民税非課税世帯、合計所得金額と年金収入合計が120超、
かつ預貯金等の合計が500万円(夫婦1,500万円)以下の方）・医療費 ・特別な食事の提供

＜利用者負担第４段階＞　　　　（上記以外の方）

施設利用単位① 目安（小数点切捨） 食費 居住費 合計目安（1日）

1,000 円／日 1,370 円／日

（住民税非課税世帯、合計所得金額と年金収入合計が80万超120万円以下、かつ預貯金等の合計が550万円(夫婦1,550万円)以下の方）

施設利用単位① 目安（小数点切捨） 食費 居住費 合計目安（1日）

880 円／日

600 円／日 880 円／日

＜利用者負担第２段階＞　　　　

（住民税非課税世帯、合計所得金額と年金収入合計が80万以下、かつ預貯金等の合計が650万円(夫婦1,650万円)以下の方）

施設利用単位① 目安（小数点切捨） 食費 居住費 合計目安（1日）

・教養、娯楽費

＜利用者負担第３段階①＞　　※第３段階②の方は食費が1,300円となります。

地域密着型特別養護老人ホーム　ぬくもりの里伊勢宮　利用単位表 

（併設型ユニット型（介護予防）短期入所生活介護サービス）　３ 割負担の方

R６年８月１日現在

※１単位＝１０．１７円での計算となります。端数が出るので、ご利用日数によって利用料金が変わります。

＜利用者負担第１段階＞　　　　（生活保護受給者の方）

施設利用単位① 目安（小数点切捨） 食費 居住費 合計目安（1日）

     合計目安に加算単位は含まれていませんので、ご承知おきください。

300 円／日



介護職員処遇改善加算(Ⅱ）
（①の単位数＋②の加算

単位数）×13.6％

表の①の合計単位と裏の②の加算合計単位
を合算して13.6％を乗算したものが単位になり
ます。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／日 介護福祉士が60％以上配置

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日
介護福祉士50％以上配置
もしくは常勤職員75％以上配置

療養食加算 ８単位／回
医師の発行する食事箋に基づいて提供。
例）糖尿病食・心臓病食

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日 介護福祉士が80％以上配置

送迎加算 １８４単位／日
利用者の居宅と事業所間の送迎を行った際の
加算。

緊急短期入所受入加算 ９０単位／日
事前に利用計画が無く、介護支援専門員が緊
急の利用を認めている場合について、入所日
から７日間を限度に算定します。

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ １８単位／日
夜勤を行う介護職員又は看護職員が、最低基
準1以上上回って配置

認知症行動・
　　心理症状緊急対応加算

２００単位／日
医師が緊急で利用が必要だと認めた場合に
入所日から７日間を限度として算定します。

看護体制加算（Ⅰ） ４単位／日 常勤看護師１名以上配置

看護体制加算（Ⅱ） ８単位／日
看護職員の配置が25：１以上
医療機関との連携

加　算 単　位 備　考

機能訓練体制加算 １２単位／日 常勤機能訓練指導員１名以上配置


